
（広告募集目的）
広告を掲示することにより、地域産業や地域社会の活性化を図るとともに、
施設を広告スペースとして活用することにより、施設の有効利用を促進しま
す。広告事業で得た収益は、鴨谷体育館施設、設備に関する市民サービスの
向上を図るための財源とします。
■掲示概要
• 掲示場所： 鴨谷体育館 1階エントランス 事務室前壁面掲示板
• 掲示期間： 令和8年1月5日から令和8年3月31日まで

（ご希望日から１ヶ月単位）
• 掲示サイズ：B2版縦⾧(縦72.8cm×横51.5cm）以内

（小型のポスターも掲出可能です。サイズの大小に
関係なく掲出は1ヶ所につき1枚です）

• 広告料金： 月額（税込） 4,950円/1枠
• 募集件数： 2枠

《あなたの企業PRを、地域の皆様へ》
年間１９万人が利用する体育館で効果的な広告展開を

■お申込みから広告掲示まで
• お申込み：有料広告掲示申込書ならびに有料広告掲示申込誓約書は当館HP

からダウンロードできます。ご記入、押印の上、内容審査のため掲示を希
望する広告デザイン図面(A4版カラー刷り)と一緒に当館受付にご提出くだ
さい。
掲示希望日の2週間前までにお申し込みください。
申込状況により空き枠がない場合がありますのでご了承ください。

• 内容審査：掲示基準（※1）に基づき内容を審査します。
• 審査結果の連絡：申込みから1週間後を目安に電話にてご連絡します。
• お支払い：鴨谷体育館受付にて掲示前日までにお支払いください。

掲示広告現物をご持参ください。
• 掲示開始：申込時のご希望日からポスターを掲示します。
• 掲示終了：開始ご希望日の翌月同日の前日*にて掲示終了します。

*例）掲示開始2月15日の場合、掲示終了3月14日となります。



（※１）
掲示基準（下記に該当するものは広告掲載をしません）
• 公序良俗に反するもの
• 政治・宗教に関するもの
• 暴力的な表現を含むもの
• 人権侵害となるもの
• 社会問題に関する主義主張を行っているもの
• 虚偽または誤解を招く表現を含むもの
• その他、掲示広告として適さないと鴨谷体育館が認めるもの

■掲示条件等
• ポスターの制作経費、申し込みにかかる経費等は広告主の負担となり

ます。設置・撤去は当体育館がおこないます。
• 災害時等、やむを得ない事情により掲示を中止する場合があります。
• 著作権等の権利処理、その他広告内容に関する一切の責任は広告主が

負うものとします。
• 掲示物の破損・汚損等について、当施設は責任を負いません。
• 掲示広告の上部右隅部分に「広告」表記のシールを貼り付けます。ポ

スター制作時はご注意ください。
サイズ：縦2.5cm×横5cm（シールは鴨谷体育館が用意します）

■お問い合わせ・お申込み
堺市立鴨谷体育館
TEL：072-296-1717 / FAX：072-294-1766
受付時間：9:00～21:00
休館日：第2月曜日（祝日の場合は第3月曜日）

鴨谷体育館HP

■ご注意事項
• 掲示期間中に広告主様のご都合で掲示を中止される場合、広告料金の返

金はいたしかねます。
• 掲示期間中に広告主様のご都合で掲載を差し替え希望の場合、改めて審

査の上、承ります。
• 掲示内容は当館の掲示基準（※１）に沿ったものに限ります。
• 広告主様は、堺市広告掲載基準第３条に規定する業種、事業者に該当し

ないこと( 詳細は当体育館ホームページをご参照ください）。
• 掲示期間終了後、掲示したポスターは当体育館で破棄します。


